
延滞金等の利率の改正について
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害
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除
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象
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書
の
発
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て

障
害
者
控
除
対
象
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認
定
書
の
発
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て

〜
平
成
25
年
分
申
告
用　

所
得
税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除
〜

　

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
要
介
護
の
認
定
を
う
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
方
と
同
程
度
の
障
害
状
態
に
あ
る
方
に
対
し
、
町
が
基
準
に
基
づ
く
対
象
者
と
認
め

た
場
合
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
発
行
し
ま
す
。

　

所
得
の
申
告
に
あ
た
り
、
こ
の
認
定
書
を
提
示
す
る
こ
と
で
、「
障
害
者
控
除
」
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

対
象
は
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
で
す
。

《
条　
　
　

件
》

　

介
護
保
険
制
度
の
「
要
介
護
１
〜
５
」
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
と
同
程
度
の
障
害
状
態
に
あ
る
方
で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該

当
す
る
方
。

条
件
１　

平
成
25
年
中
の
収
入
が
、
所
得
税
や
住
民
税
の
課
税
が
見
込
ま
れ
る
65
歳
以
上
の
方
。

条
件
２　

 

平
成
25
年
中
の
収
入
が
、
所
得
税
や
住
民
税
の
課
税
が
見
込
ま
れ
る
親
族
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
。

※ 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
と
同
程
度
の
障
害
状
態
を
理
由
に
申
請
す
る
方
に
つ
い
て

は
、
面
接
調
査
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

《
申
請
に
つ
い
て
》

①
申
請
者　

控
除
対
象
者
（
本
人
）
ま
た
は
親
族

②
受
付
期
間　

平
成
26
年
１
月
31
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
（
面
接
調
査
が
必
要
な
方
は
、
平
成
25
年
12
月
25
日
ま
で
）

③
窓　
　

口　

社
会
福
祉
課　
（
１
階
３
番
窓
口
）

④
持
参
す
る
も
の　

控
除
対
象
者
の
印
鑑
（
親
族
申
請
は
、
親
族
者
印
も
必
要
）

　
　
　
　
　
　

介
護
保
険
被
保
険
者
証

⑤
手
数
料　

無　

料

⑥
交　
　

付　

後
日
郵
送
（
平
成
26
年
１
月
以
降
送
付
予
定
）

【
問
合
せ
先
】　

社
会
福
祉
課　

☎
（
２
４
０
）
７
１
１
２

平成26年度　小学校入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

　社団法人茨城県母子寡婦福祉連合会では、
ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子
さんに入学祝品（学用品）を差し上げます。
　該当児童のいらっしゃるひとり親家庭で、
入学祝品を希望される保護者の方は、茨城町
こども課へお子さんの氏名、性別、生年月日、
保護者名、住所、連絡先を申し出てください。

◆申込期限
　平成 26 年１月６日（月）～１月 17 日（金）
　午前８時30分～午後５時15分（昼休みを除く）

◆申込先　こども課　（２階 16 番窓口）
　　　　　☎０２９（２４０）７１４４

【問合せ先】　
　茨城県母子寡婦福祉連合会
　☎０２９（２２１）７５０５

医療費が年々増加しています。
医療費抑制にご協力ください

ご存じですか？　ジェネリック医薬品 !
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発医薬品（新
薬）の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ
有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

ポイント１

◆先発医薬品より安価で、経済的です。　

　 患者さんの自己負担の軽減、医療保険財政の改善につ
ながります。
ポイント２　

◆効き目や安全性は、先発医薬品と同じです。

　 国では、後発医薬品が先発医薬品と同じレベル の品
質・有効性・安全性を有するかどうかについて、欧米
と同様の基準で審査を行っています。

※『ジェネリック医薬品希望カード』を提示しましょう。

『ジェネリック医薬品希望カード』は、保険課の窓口に

置いてあります。

【問合せ先】保険課　☎２４０－７１１３

　町税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに督促手数料及
び延滞金を併せて納めていただくことになります。
　平成 25 年度地方税法の改正に伴い、現在の低金利の状況を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から平
成 26 年１月１日以後の期間に対応する延滞金等が下記のとおり見直されます。

現　行

本則 特例※１

延滞金 14.6％ －
納期限後
1か月以内等 7.3％ 4.3％

還付加算金 7.3％ 4.3％

改正後

本則 特例※１
※３

14.6％ 特例基準割合※２＋ 7.3％ 9.3％

7.3％ 特例基準割合※２＋ 1.0％ 3.0％

7.3％ 特例基準割合※２ 2.0％

※１　利率は、当分の間、特例を適用するものとされています。現行の特例は「基準割引率＋ 4.0％」です。
※２　 財務大臣が告示する割合（国内銀行の貸出約定平均金利の年平均）に 1.0％を加算した割合です。
　　　直近では、貸出約定平均金利の年平均（H23.10 ～ H24.9）が 1.0％のため、特例基準割合は 2.0％です。
※３　 特例基準割合を 2.0％とした場合の延滞金等の利率です。特例基準割合は、毎年告示されますので変更

となる場合があります。

【問合せ先】税務課　☎２４０－７１１４

年
末
年
始
に
増
え
る
悪
質
商
法
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

年
末
年
始
に
増
え
る
悪
質
商
法
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

年
々
、振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
被
害
が
急
増
し
て
い
ま
す
が
、年
末
年
始
は
年
代
を
問
わ
ず
、

更
に
被
害
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

◇
高
齢
者
の
場
合
◇

☆
役
所
や
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
の
公
的
機

関
を
名
乗
り
、
医
療
費
な
ど
の
還
付
金
手
続

き
の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し
て
送
金
さ
せ
る

『
還
付
金
詐
欺
』。

☆
息
子
な
ど
を
名
乗
り
「
携
帯
電
話
の
番
号

が
変
わ
っ
た
」「
会
社
の
金
を
使
い
込
ん
で
し

ま
っ
た
」
な
ど
と
言
い
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し

て
お
金
を
振
り
込
ま
せ
た
り
、「
自
宅
に
知

人
が
取
り
に
行
く
」「
○
○
駅
に
友
人
が
行

く
か
ら
お
金
を
用
意
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ

て
お
金
を
だ
ま
し
取
る
『
お
れ
お
れ
詐
欺
』。

☆
突
然
電
話
が
あ
り
、「
カ
ニ
は
好
き
で
す

か
」
と
聞
か
れ
「
好
き
で
す
が
」
と
答
え
た

だ
け
で
、
送
り
付
け
る
ケ
ー
ス
や
「
以
前
、

注
文
を
受
け
た
健
康
食
品
を
送
る
」
な
ど

と
身
に
覚
え
の
な
い
物
を
一
方
的
に
送
り
付

け
、
断
る
と
脅
さ
れ
た
り
す
る
『
送
り
付
け

商
法
』。

※
お
れ
お
れ
詐
欺
の
被
害
は
、
茨
城
町
で
も

発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
内
で
も
被
害

が
増
加
し
て
い
ま
す
の
で
少
し
で
も
不
審
に

思
っ
た
ら
す
ぐ
に
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
未
成
年
・
若
者
の
場
合
◇

★
携
帯
ゲ
ー
ム
機
や
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
動
画
サ
イ
ト

を
検
索
し
て
い
る
う
ち
に
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

の
画
面
が
出
て
、
年
齢
な
ど
を
ク
リ
ッ
ク
し

て
い
る
と
登
録
と
な
り
、
３
日
以
内
に
数
万

円
を
支
払
え
と
い
う
請
求
画
面
が
出
た
。

★
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
無
料
だ
と
思
い
、
ア

プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
ら
高
額
な
料
金

の
請
求
画
面
が
表
示
さ
れ
、
直
後
に
業
者
か

ら
電
話
や
メ
ー
ル
で
料
金
を
請
求
さ
れ
た
。

★
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
商
品
を
購
入
し
た

が
、
注
文
し
た
物
と
違
う
し
、
粗
悪
な
偽
物

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
代
金
を
指
定
口
座
に
振

り
込
ん
だ
が
商
品
が
届
か
な
い
う
え
連
絡
が

メ
ー
ル
で
し
か
で
き
ず
、連
絡
が
と
れ
な
い
。

【
問
合
せ
先
】
茨
城
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（
２
９
１
）
１
６
９
０
（
直
通
）

※
12
月
28
日
（
土
）
〜
１
月
５
日
（
日
）
は

お
休
み
に
な
り
ま
す


